
〇 神奈川県地域防災計画（地震災害対策計画）平成29年２月
【参考資料（項目別版）】

項目 災害時応急活動事前対策の充実 災害時の応急活動対策

帰宅困難者対策 【一斉帰宅抑制の周知】

○ 県及び市町村は、大規模地震発生直後においては、救助・救急、消
火及び緊急輸送などの応急活動を迅速に行う必要があることから、帰
宅困難者の発生を抑制するため「むやみに移動を開始しない」という
基本原則の県民、企業、学校、関係団体などへの周知を図り、一斉帰
宅抑制の徹底を促します。 [安全防災局]
○ 九都県市は、帰宅困難者とその家族間において安否確認が取り合え
るように、携帯電話災害用伝言板や災害用伝言ダイヤル「171」等の複
数の安否確認手段や、家族間であらかじめ確認手段を決めておく必要
性について周知します。 [安全防災局]

【企業等の取組の促進】

○ 県及び市町村は、企業等が従業員などを一定期間事業所等内に留め
るために必要となる水、食料、物資等の備蓄や事業所建物の耐震化、
大型の什器・備品の固定の促進を図ります。[安全防災局]
○ 県は、企業による従業員の安全な帰宅手段を確保し、帰宅困難者の
多数発生を防ぐため、企業に対し事業継続計画（ＢＣＰ）の作成支援
を行う中で、帰宅困難者対策の事例等を示すことにより、企業の取組
を促進します。 [産業労働局]

【避難対策】

○ 県及び市町村は、連携して帰宅困難者用の一時滞在施設の確保に努
めるとともに、開設基準や運営マニュアルの作成及び一時滞在施設に
おける飲料水等の計画的な備蓄を進めます。
[安全防災局ほか関係局]
○ 県及び市町村は、帰宅困難者が発生した場合の地域ごとの対応を検
討・協議するため、県内のターミナル駅等を中心に、県、市町村、鉄
道事業者、県警察、駅周辺事業者等で構成する地域協議会の設置を進
めます。 [安全防災局]
○ 県及び市町村は、帰宅困難者用の一時滞在施設の場所の周知や発災
時の施設への円滑な誘導等の対応を図るため、平常時から鉄道事業者
等との連携を強化します。また、鉄道事業者との情報伝達体制を確保
するとともに、帰宅困難者に対して携帯電話やインターネット等を活
用し迅速に情報を提供できるよう、対策の検討を行います。 [安全防
災局]

【徒歩帰宅者対策】

○ 九都県市は、事業者・団体と協定を締結し、徒歩帰宅者に対して
水、トイレ、交通情報等の提供を行う災害時帰宅支援ステーションの
協定締結先の拡充を図ります。 [安全防災局]
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項目 災害時応急活動事前対策の充実 災害時の応急活動対策

【県及び市町村の対応】

〇 県及び市町村は、「むやみに移動を開始しない」という基本原
則の広報等により、一斉帰宅の抑止を図るとともに、滞在場所の確
保等の支援に努めます。滞在場所の運営にあたっては、男女のニー
ズの違いや、要配慮者の多様なニーズに配慮した運営に努めます。
〇 市町村は、事前に指定した帰宅困難者用の一時滞在施設を迅速
に開設し、円滑な管理運営を行うとともに、帰宅困難者への開設状
況の広報、県・鉄道事業者への情報伝達を行います。また、帰宅困
難者を施設へ誘導する際には、道路状況など安全の確保に特に留意
します。
〇 県は、市町村の要請等を受けて、施設管理者と調整のうえ駅周
辺の県所管施設を帰宅困難者用一時滞在施設として開設し、帰宅困
難者に対して飲料水等の提供をします。
〇 県は、帰宅困難者が発生した場合、市町村等と協力して一時滞
在施設等に関する情報や鉄道等の運行、復旧状況など、必要な情報
提供等を行い帰宅困難者対策に努めます。また、徒歩帰宅が困難な
要配慮者の一時滞在施設内のスペース確保や輸送対策等に努めま
す。
〇 県は、協定を締結している事業者・団体等に対して、必要に応
じて飲料水やトイレ等の施設の提供について協力を求めます。

【企業・事業所等の対応】

〇 企業・事業所は、発災時に災害関連の情報を収集し、適切な対
応ができるよう組織内に的確に伝達するよう努めます。また、「む
やみに移動を開始しない」という基本原則のもと、施設の安全が確
認できた場合は、公共交通機関の運行情報等から施設利用者が安全
に帰宅できることが確認できるまでは、建物内に留めるよう努めま
す。特に施設内の要配慮者に対しては、その対応を徹底します。
〇 旅館、ホテル等の宿泊施設及びデパート、ホール等の不特定多
数の者が利用する施設の管理者は、発災後の施設利用者の混乱を防
止するため、自らの施設機能を十分活用するとともに、必要に応じ
てあらかじめ定められた地域の指定避難所に誘導するものとしま
す。
〇 発災後において、ターミナル駅の乗降客及び駅周辺帰宅困難者
の混乱を防止するため、鉄道機関等の関係各機関は、それぞれの機
関の施設に加えて駅周辺の民間施設が有する機能を十分活用すると
ともに、必要に応じてあらかじめ定められた地域の指定避難所を案
内するものとします。なお、要配慮者に対しては、十分な配慮を行
い、対応するよう努めます。
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